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The End of Liberal Internationalism and American Foreign Policy:
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田　中　宏　明

国際主義はかつて国際秩序を改革する推進力であった。アメリカはリベラル国際主義を対

外政策のドクトリンとして戦後国際秩序を築き維持した。しかし、今日アメリカはリベラル

国際主義の立場から後退している。こうした状況において国際主義は再度国際秩序を改革す

る原動力となりえるのか。最初に、国際主義の系譜をたどり、それが今日の国際主義の類型

にどのように関係しているかを検討する。次に、シュンペーター的、マキャベッリ的、そし

てカント的リベラリズムがアメリカの対外政策としてのリベラル国際主義の「リベラル」の

意味になりえることを論証する。最後に、民主的国際主義、保守的国際主義、文化的国際主義、

そしてコスモポリタン国際主義について考察し、国際主義に該当しない保守的国際主義を除

き、それ以外の 3 つの国際主義にはそれぞれに限界がある一方で、3 つの国際主義の長所を

取り上げて考えるならば、国際関係を改革する原動力になりうることを指摘する。
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Ⅰ　はじめに

国際関係論における国際主義とアメリカの対外政策における国際主義とでは、同じ国際主義と

称しながら大きな違いがある。前者の国際主義は、第一次世界大戦後に学問として誕生したばか

りの国際関係論の主要な理論の一つであった。しかし、E. Ｈ . カーの『危機の二十年』の中で、

国際主義はリベラリズムの一側面として捉えられ、利益の調和を仮定し力の要素を無視するユー

トピア主義と批判され、そして支配的強国の利益を正当化するイデオロギーであると指弾された

1
。カーの指摘は、国際関係論に対して「破壊的とも言える衝撃」

2
を与え、同様に国際主義にも

破壊的な衝撃をもたらした。国際主義は国際関係論においてもはや主要な理論ではない。

アメリカの対外政策における国際主義とはリベラル国際主義である。それは、ウッドロー・ウィ

ルソン大統領に始まり、彼自身が構想した国際連盟は挫折したものの、フラクリン・ローズベル

ト大統領によってリベラル国際主義は受け継がれた。第二次世界大戦後にアメリカはリベラル国

際主義を基調とする国際秩序を築き維持してきた。しかし、アメリカ第一主義を掲げるドナルド・

トランプ大統領の登場はアメリカのリベラル国際主義からの撤退を意味する。トランプ政権の対

外政策転換は衝撃的であり、それは戦後国際秩序を揺るがしている。

国際主義は、国際関係論においても言うまでもなく、アメリカの対外政策としても、その影響

力を著しく低下させている。しかしながら、近代に誕生した国際主義思想は権力闘争が渦巻く国

際関係を変革するための提案を行い、そして国際主義はその多様な運動によって政府の政策転換

を図り、国際組織の設立を促してきた。国際主義は国際秩序を改革する思想と運動であり、そし

て国際主義に基づく政策が実行され法律が制定され制度が設立されてきた。国際主義は国際秩序

を進歩的に改革する推進力だったのである。

リベラル国際主義は、国際主義にリベラリズムが結びついたものである。マイケル・スミスが

述べているように、リベラリズムの信奉者は「国内的に権力闘争を飼いならすことができるなら

ば、国際関係の領域でも権力闘争を飼いならすことができる」
3
との信念を抱き、国際関係を改

革してきたのである。しかし、ジェムズ・リチャードソンが指摘しているように、リベラリズム
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には、「平等の権利を推進する解放力としてのリベラリズム」と、「特権と不平等を正統化する既

存秩序の砦としてのリベラリズム」との間の緊張がある
4
。カーのユートピアニズム批判のように、

国際主義あるいはリベラル国際主義が「解放力」を喪失し、主要大国に支持され既存の秩序を正

当化するイデオロギーであるならば、それは「既存秩序の砦」である。そうであれば、リベラル

国際主義に国際秩序を改革する原動力を見出すことは困難である。

リベラル国際主義はリベラリズムとともにアメリカの対外政策とも深く結びついている。それ

が「アメリカのリベラル国際主義」である。覇権国としてのアメリカがリベラル国際主義を対外

政策のドクトリンとして国際秩序を打ち立てた。しかし、覇権の衰退とともにアメリカのリベラ

ル国際主義は国際秩序を改革する立場から後退している。

こうした状況において国際関係を改革する原動力となる国際主義の再活性化はありえるのか。

それについてリベラル国際主義以外の国際主義について考察したい。なぜならば、ベアテ・ジャ

ンが言うように、「リベラリズムは定義上国際的である」
5
としても、国際主義は必然的にリベラ

リズムと結びつくわけではないからである。さまざまな国際主義が国際関係を改革する可能性は

あるのかそしてその限界とは何かついて考察したい。

以下本稿では、最初に、国際主義の系譜をたどり、それが今日の国際主義の類型にどのように

関係しているかを検討する。次に、リベラル国際主義とリベラリズムの国際関係論がどのように

関連しているかを考察し、アメリカの対外政策におけるリベラル国際主義について再考したい。

それによってアメリカのリベラル国際主義の「リベラル」の意味を検討する。最後に、民主的国

際主義、保守的国際主義、文化的国際主義、そしてコスモポリタン国際主義について考察するこ

とで、国際主義による改革の可能性と同時にその限界を指摘したい。

Ⅱ　国際主義の系譜と類型
　

国際主義の系譜を素描し、それが今日の国際主義にどのように受け継がれているかまたは受け

継がれていないかを明らかにするために国際主義の類型を検討する。それによって、国際主義の

なかでリベラル国際主義が最も影響力があることもわかる。

１　国際主義の系譜

英語の「国際」（international）という言葉は、ジェレミー・ベンサムによって国際法

（international jurisprudence）により重要な意味を持たせるために考案された
6
。英語の国際主

義（internationalism）は、19 世紀中頃に使われ始めた言葉であり、「国際法の発展だけではなく、

個人、集団、そして国家間の協力」を意味した
7
。国際主義という言葉自体は比較的新しいもの

なのである。
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　国際主義思想の系譜を遡ると、その萌芽は 17 世紀の西欧国家体系あるいは近代国際社会の

黎明期に至ることができる。西欧国家体系は、フレデリック・シューマンによれば、「国家主権

の概念、国際法の原則、そして勢力均衡の政治」という 3 つの礎石から成り立っていた
8
。この

国際法の発達が国際主義思想を刺激し育成した。板垣與一によれば、諸国家間の相互関係におけ

る法の支配の確立を目的とする国際法の原則の発達が、国際主義思想を培養する「原初的基底」

となった。近代国際法思想の発達が、戦争の防止と国際平和組織を求める幾多の諸計画を刺激し

たのである。この意味での国際主義とは「国際社会における秩序と平和の実現を求める思想と運

動」であった
9
。

　運動としての国際主義は 19 世紀に活発化した。それらの運動の担い手は、国家ではなく集

団や組織そして個人であった。それぞれが平和志向であった。マーク・マゾワーによれば、当時

の国際主義者とは、平和主義者、自由貿易主義者、ナショナリスト、社会主義者であった。ナポ

レオン戦争後に戦争の根絶を目指したキリスト教徒が平和運動を行ったが、19 世紀半ば頃には運

動は下火となった。それに代わって、戦争遂行を人道的にするために戦時法規が整備されていっ

た。自由貿易運動は、リチャード・コブデンらの反穀物法同盟に担われたが、それにより 1846

年に穀物法の廃止を実現した。コブデンは低関税を平和政策のひとつと考えていた。ナショナリ

ストと国際主義者は相容れないように思えるが、イタリア統一運動の指導者ジュゼッペ・マッ

ツィーニは「ナショナリズムの観点から国際協力について真剣に考えた最初期の重要人物」であ

り、世界は民主的な国民国家からなる国際社会に変容することで平和になるとの展望を持ってい

た。マルクスやエンゲルスが指導した国際的な労働者の組織である第一インターナショナルは

1864 年にロンドンで設立された。異なる国々の労働者階級の団結は最終的には国際紛争を不可能

にするとの見解をマルクスは持っていた
10
。

こうした 19 世紀から始まった平和運動、自由貿易運動、ナショナリズム、そして社会主義運

動は、世論の軍国主義の高まりや保護主義への回帰、民族や国家への強力な忠誠心によって行き

詰まった
11
。さらに第一次世界大戦に際して、反戦を唱えていた第二インターナショナルは、ド

イツ社会民主党が政府の戦争を支持したことにより崩壊した。第一次世界大戦と第二次世界大戦

はナショナリズムがぶつかり合う戦争でもあった。1930 年代の大不況とブロック経済によって世

界経済そのものが崩壊した。国際主義は挫折したと言える。

その反面で、第一次世界大戦後には最初の国際平和機構として国際連盟が設立され、戦争が違

法化された。戦間期には国際主義は、「進歩への信念、改良政策の確信、社会構造より個人の自由

と幸福の重視」
12
などのリベラルな理念を持つようになった。確かに国際主義の理念を体現する

はずの国際連盟はあまりにも無力だった。しかし、入江昭が指摘しているように、国際主義者の

ビジョンは決して死ななかった。第二次世界大戦中でさえ、国際連盟は、「人権、人道に対する罪、

そして法の下の普遍的な平等と正義という構想」を下準備する努力を継続していた。アメリカと

イギリスは、躊躇することなくこの国際主義者の遺産を受け入れた。そしてこれが国連の基礎に
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なったのである
13
。

第二次世界大戦以後、国際主義の理念は国際機関や条約として具現化されてきた。国連憲章に

おいては「武力行使による威嚇又は武力の行使」が禁止された。ITO（国際貿易機関）は頓挫したが、

GATT（関税と貿易に関する一般協定）が貿易の自由化の役割を担い、国際機関として WTO（世

界貿易機関）が設立された。世界人権宣言が国連総会で採択され、条約として国際人権規約が採

択され発効した。こうした事例が示すように、国際主義は戦後の国際関係を進歩的に改革する原

動力であった。

２　国際主義の類型

今日の国際主義について、フレッド・ハリディとセシリア・リンチの国際主義の類型から理解

したい。ハリディは、リベラル国際主義、覇権的国際主義、そして革命的国際主義という 3 つの

類型を提示している。彼によれば、リベラル国際主義とは、「相互作用と協力の深化によって、

独立した社会と自律した個人が、共通の目標、その主要な目標が平和と繁栄であるが、それに向

けて進展するとの信念に基づく楽観的なアプローチ」である。それは自由貿易に利益を見出す 19

世紀のリベラルな信念、そして 20 世紀のウッドロー・ウィルソンの思考や国際連盟と国連の信

念に見出すことができる。リベラル国際主義は、EU（欧州連合）の拡大と形成や国際法の進歩

によって強化されている。覇権的国際主義とは、「一つの国家、経済、そして文化の支配による

世界の統一化と均質化」である。それは、大英帝国や帝国主義のことであり、冷戦後のアメリカ

のグローバルな単極支配である。そして革命的国際主義とは、マルクスとレーニンに由来するも

ので、社会的な動乱と変化によって、世界を統合し、そして資本主義と戦争を廃棄しようとする

ものである。革命的国際主義には、プロレタリアート国際主義の他に、フランス革命の過激な共

和主義から、19 世紀後半から 20 世紀初期までのアナキスト、毛沢東やチェゲバラの革命的国際

主義、ホメイニのイスラム国際主義まで多様である。さらに、チャベスのベネズエラ、ボリビア、

キューバといった過激国家に支援された反グローバル運動や世界社会フォーラム、そして非政府

の革命的好戦的なアルカイダもこの類型に含まれる
14
。

次に、リンチは、民主的平和国際主義、人道主義的国際主義、市場国際主義、反市場国際主義

という 4 つの類型を提示している。民主的平和国際主義とは、民主国家は互いに戦争をしないと

いう民主的平和論を指す。それには NATO（北大西洋条約機構）の拡大を支持し国連平和維持活

動におけるアメリカのリーダーシップを容認する傾向がある。人道主義的国際主義とは、国内の

闘争や民族主義的闘争のさなかの苦痛を緩和する試みである。国連や NGO（非政府組織）のコミュ

ニティによって人道的介入が行われる。市場国際主義は多国籍のビジネスコミュニティに支持さ

れている。それによれば、経済的グローバリゼーションは、不可避であり、そして経済的厚生を

改善する最善の手段なのである。反市場国際主義は、グローバルな市場の自由化に反対する反グ

ローバリゼーションを掲げる社会運動である
15
。
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ハリディの 3 つの国際主義の類型の観点からリンチの 4 つの類型を対照してみると、反市場国

際主義は革命的国際主義の一部であることは明確である。民主的平和国際主義と市場国際主義は

リベラル国際主義の一部と言える。人道主義的国際主義もリベラル国際主義の範疇に入ると考え

ると、リベラル国際主義の類型はかなり広範であることが理解できる。しかしリベラル国際主義

と覇権的国際主義が矛盾しないどころか、アメリカの対外政策について考えるならば、それらが

密接な関係があることをハリディの 3 つの国際主義の類型からは導き出せない。ハリディは、革

命的国際主義の類型のなかに、アルカイダのような国際的テロ組織などのグローバルな反社会勢

力から、世界社会フォーラムのようなグローバル市民社会まで包含している。そのため、革命的

国際主義の類型によっては、グローバルな反社会勢力とグローバル市民社会の決定的な相違点が

認識できない。

19 世紀の国際主義から今日の国際主義までの概要を振り返ると、かつて平和主義的色彩がきわ

めて濃かった国際主義の特徴は薄められた。今日のナショナリズムは、マッツィーニが期待した

ナショナリズムとは異なり、排外主義的であったり好戦的であったりと、国際主義とは対立する。

インターナショナルの旗手であった社会主義は、その影響は反市場国際主義に見出せるものの革

命的国際主義としての魅力を喪失した。リベラル国際主義は、自由貿易主義にとどまらずそれよ

りも広い意味をもつ市場国際主義、民主的平和国際主義、人道主義的国際主義などを包含するよ

うになっている。リベラル国際主義は、民主的平和国際主義のような平和主義志向をもちながら、

今日の国際主義の中で最も影響力があると言える。

Ⅲ　リベラル国際主義とアメリカの対外政策
　

リベラル国際主義は、リベラリズムと国際主義が結びついたものであり、アメリカがその対外

政策のドクトリンともしてきた。ではリベラリズムの国際関係論はリベラル国際主義とどのよう

に関連しているか。それについてリベラリズムを代表するマイケル・ドイルとロバート・コヘイ

ンのリベラリズムの研究から検討する。さらに、リベラル国際主義とアメリカの対外政策として

のリベラル国際主義との関連性を明らかにする。覇権国アメリカがリベラル国際主義を対外政策

のドクトリンとして採用したために、リベラル国際主義の理念が具現化された。しかし、それに

よってリベラル国際主義に歪みが生じたことは否めない。「リベラル」を標榜していても必ずし

もリベラル国際主義ではなかったからである。それについてリベラル国際主義を「アメリカの対

外政策の座標軸」から検討することでその問題点を指摘する。

１　リベラル国際主義と国際関係論

ドイルは、リベラリズムの理論的伝統を代表する理論家としてシュンペーター、マキャベッリ、
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そしてカントという 3 人をあげる。第一がシュンペーターの「リベラル平和主義」である。それ

は民主主義と資本主義が平和に導くという考えであり、それはまた帝国主義に対する批判でもあ

る。シュンペーターは、帝国主義を「国家の際限なく拡張を強行しようとする無目的な素質」と

定義し、帝国主義的な国家の攻撃的態度を批判する。無目的な帝国主義の原因として「戦争機構」、

「好戦的本能」、「輸出独占主義」が指摘されている。民主主義と資本主義は、帝国主義とは正反

対であると同時に、それらの発展が帝国主義を必然的に消滅させるとシュンペーターは主張する。

なぜならば、資本主義は非好戦的素質を生み出すからである。資本主義下の民衆は「民主化され」

「産業化され」「合理化される」。人々のエネルギーは日々の生産の中に吸収される。産業の規律

と市場が「経済合理主義」のなかで人々を訓練する。産業生活の不安定さが計算を必要とするか

らである。また合理的な諸個人は民主的な統治を要求する。シュンペーターが平和主義を主張す

る理由は、戦争成金と軍事貴族のみが戦争から利益を得るのであって、いかなる民主主義も少数

者の利益を追求せず帝国主義の高いコストには寛容ではないからである
16
。

第二はマキャベッリの「リベラル帝国主義」である。マキャベッリは、シュンペーターとは正

反対に、共和国は平和主義的ではなく、帝国主義的な拡大のための最善の形態であると主張す

る。帝国主義的拡張に適した共和国を打ち立てることが国家の生存を保証する最善の方法なので

ある。マキャベッリの共和国とは、古代ローマのように、執政官、国家を運営する元老院、そし

て力の源泉としての民会からなる。力そして帝国主義的拡大は、自由が人口と財産の増大を奨励

する方法から生じる。なぜならば市民がその生命と財が恣意的な押収から安全であると知るとき

人口と財産は成長するからである。自由な市民は、巨大な軍隊を備え、公共の栄光と共通善のた

めに戦う兵士を提供する。これらは市民のものだからである。こうした信念がリベラル帝国主義

に導くというのがマキャベッリの主張である。マキャベッリによれば、われわれは、栄光を愛し、

そして支配を追求するか少なくとも抑圧を避けたいからである。それゆえ、いずれの場合でも、

物的な福祉よりわれわれとわれわれの国家に対してより大きなものを望む。他の諸国も類似の目

的をもちそれゆえにわれわれを脅すためにわれわれは拡張のための準備をする。われわれが同胞

市民のために帝国的な拡大によってその野心を満たすかあるいは政治的エネルギーを放出させな

ければ、われわれを脅す。それゆえに、われわれは拡張する
17
。

このようにリベラルな諸国家の中には、シュンペーター的な平和主義的な民主国家もあれば、

マキャベッリ的な帝国主義的で共和国もある。リベラルな国家は平和主義的かあるいは拡張主義

的かという問題の理解を助けるのが第三のカントの「リベラル国際主義」であるとドイルは主張

する。

カントのリベラル国際主義によれば、「リベラルな国家間の対外関係は平穏」である一方で、

リベラルな国家は非リベラルな国家と多くの戦争を戦ってきた。前者は民主的平和論であり、後

者は民主的戦争論である
18
。カントのリベラル国際主義はカントの国内法、国際法、そしてコス

モポリタン法という 3 つの確定条項から説明される。第一に、国内法は共和的であることを必要
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とする。この共和国とは三権が分立した代議政治を基礎にして法的自由、すなわち臣民としての

市民の法的平等を守る。法的自由が守られる理由は、道徳的に自由な個人が代表という手段によっ

てすべての市民に平等に適用する法を制定する自己立法者だからである。一度共和国になれば、

市民たる国民は戦争のあらゆる苦難を自分自身に背負いこむことになるので、戦争に慎重になる。

リベラルな民主的国家の間では戦争をしないという民主的平和論の一つの根拠となる。しかし、

この国内的な共和的な制約は戦争を終わらせない。リベラルな国家は、自由の推進、私有財産の

保護、非リベラルな国家に対するリベラルな同盟国の支援などのリベラルな目的のために戦争を

してきた
19
。これが民主的戦争論の根拠となる。

第二に、リベラルな国家は「平和連邦」によって自らの間に平和を確立する。平和連邦は自由

な諸国の連邦内に平和を確立しそしてお互いの権利を安全に維持する。国内的に同意に基づいて

いる正しい共和国は、外国の共和国も同意に基づいている正しい共和国であると推測し、それゆ

えに折り合いをつけるに値する。協力の経験は、国家の政策が不透明ではあるが潜在的には相互

に利益があるときにさらなる協調的な行動を生むようになる。同時に、自由な同意に基づかない

非リベラルな国家は正しくないとリベラルな国家は仮定する。なぜならば、非リベラルな政府は

それ自身の人民と攻撃状態にあり、その対外関係はリベラルな政府に対してひどく疑い深くなる。

要するに、同胞のリベラルは親善を推測することから利益をえる。非リベラルは敵意を推測する

ことによって苦しむ
20
。

第三に、コスモポリタン法は「普遍的な友好の条件」に制限される。これは外国人が他国の土

地に着いたときに敵意をもって扱われない訪問の権利である。友好の権利は外国人に市民権や植

民する権利にまで拡大する必要はない。外国人の征服や略奪する権利はこの権利のもとでは正当

化されない。友好とは、アクセスする権利と、貿易する義務を課されることなく市民が財やアイ

デアを交換する機会を維持する義務を含むものである。友好の権利によって「商業の精神」が遅

かれ早かれすべての国を制するようになり、国家が平和を促進し戦争を回避するように押し進め

るようになる。コスモポリタンの絆は協調的な国際分業や自由貿易から生じる
21
。

次に、コヘインは、国際関係に関するリベラリズムの 3 つの視座を提供する。すなわち、それ

は、共和的リベラリズム、商業的リベラリズム、そして規制的リベラリズムである。これら国際

的リベラリズムは、カントの「永遠平和」という論説のなかに見出せるとコヘインは主張する。

第一にコヘインはドイルに従って共和的リベラリズムをカントの共和制に見出す。リベラルな国

家間の平和が成り立つことを示すと同時に、リベラルな国家と非リベラルな国家との戦争を指摘

する。第二に商業的リベラリズムとは、カントの「商業の精神」を指し、それは戦争と共存でき

ないことを示す。もちろん商業自体が平和を保証しない。しかし、秩序ある政治的な枠組み内で

差別のない基礎での商業は、戦争よりも生産を強調する私利の啓発されたナショナルな構想を基

礎にした協力を促進する。第三に規制的リベラリズムは、平和にとって国家間の交換のパターン

を統治するルールの重要性を強調する。カントは、永遠平和の中心的な原則として規制を考え、
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それゆえ、「自由な諸国の連邦主義」を提唱した。カントのビジョンは、確固たるルール、規範、

そして実行を伴う 20 世紀の国際組織の前触れとなった。しかし、政府間の協力は自動的に行わ

れるのではなく構築されなければならない。国際制度が構築される必要がある理由は、政府が共

通に支持する目的を促進するためであり、そして協力のための範囲を広げるために政府の私利概

念を漸進的に変えるためである。国際制度は、情報を提供し、コミュニケーションを促進し、そ

して政府によってはたやすく提供されえないサービスを与える
22
。

コヘインは、商業的リベラリズムと規制的リベラリズムを総合して「洗練されたリベラリズム」

を提唱する。商業的リベラリズムと規制的リベラリズムは、合理的で私利に基づいた選択をする

という前提を持つ。しかし、それらはリベラリズムの重要な要素を見失っている。リベラリズムは、

私利の静的な見方を受け入れない。むしろリベラリズムは、人々がその態度や忠誠心を変える可

能性を保持する。こうした変化の可能性を前提とする洗練されたリベラリズムからすると、私利

的な行為をやめさせることは期待できないが、その私利の概念は変えられる。そしてルールと制

度の枠組みは内では、公開性が促進され保証され、そして平和へのインセンティブが提供される

23
。

ドイルとコヘインのリベラリズムはカントの国際主義を基礎にしている。コヘインのリベラリ

ズムはカントの国際主義に全面的に依拠しているのに対して、ドイルの場合、カントの国際主義

はシュンペーターとマキャベッリに並ぶ一つリベラルリズムである。共和的リベラリズム、商業

的リベラリズム、そして規制的リベラリズムというコヘインの国際的リベラリズムはそれぞれド

イルのリベラル国際主義の諸側面を指している。概括してみると、共和的リベラリズムは国内法、

商業的リベラリズムは「商業の精神」、規制的リベラリズムは「平和連邦」に関連している。コ

ヘインのリベラリズムは、ドイルのそれよりも狭い意味しか持たない。共和的リベラリズムを除

いた洗練されたリベラリズはさらに限定されたものである。

カントがコスモポリタン法を普遍的な友好の条件に制限しているために、ドイルとコヘインも

それに従ってカントのリベラルな国際主義に依拠している。そのため両者ともにカントのコスモ

ポリタニズムの可能性を見失っている。

ドイルのリベラリズムを国際主義の類型と比較対照してみると、非リベラルな革命的あるいは

反市場的国際主義を除けば、全て一致するわけではないが、それぞれ対応関係にある。すなわち、

シュンペーターの「リベラル平和主義」と市場国際主義、マキャベッリの「リベラル帝国主義」

と覇権的国際主義、そしてカントの「リベラル国際主義」と民主的平和国際主義あるいはリベラ

ル国際主義である。ただし、国際主義の類型には、民主的平和論があるが、民主的戦争論が含ま

れていない。リベラリズムも国際主義もともに、覇権国が採用したリベラル国際主義が戦後国際

秩序を規定してきた点を見逃している。それがアメリカの対外政策としての「アメリカのリベラ

ル国際主義」である。
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２　アメリカのリベラル国際主義

リベラル国際主義が影響力を持ってきた決定的な理由はアメリカがその対外政策のドクトリン

に採用したからである。ティム・ダンとマット・マクドナルドが言うように、「リベラル国際主

義はそれがアメリカの国際主義になったときに成人した
24
。」

アメリカのリベラル国際主義とは何かについて、G. ジョン・アイケンベリーは 1.0、2.0、3.0

という3つのバージョンを提示する。リベラル国際主義1.0はウィルソン大統領のビジョンである。

それは主権国家が領土平和のシステムを維持するためにともに行動するグローバルな集団安全保

障機構を中心に組織された国際秩序のビジョンである。開放的な貿易、民族自決、グローバルな

進歩的な変化への信念がウィルソンの世界観を補強した。このビジョンの中心にあったのが国際

連盟である。国際連盟の使命は、仲裁と軍縮そして集団的制裁の威嚇という手段で戦争を回避す

ることであった。しかし、ウィルソンによるリベラル国際主義は歴史的には失敗だった。それは

アメリカの上院がベルサイユ条約を批准しなかったことだけではなく、集団安全保障を機能させ

るのに必要とされる基礎条件が出現しなかった。ウィルソンのリベラル国際主義は「薄い」制度

的コミットメントのもとに築かれていた一方で、世論と政治家の清廉さという「厚い」規範と圧

力が制裁を活発化し領土平和を履行するという仮定の上に築かれていた。1920 年代と 30 年代の

国際主義は国際主義 0.5 だった
25
。

リベラル国際主義 2.0 は 1945 年後の数十年の冷戦リベラル国際主義である。フラクリン・ロー

ズベルト大統領は、ウィルソンのビジョンのように、主要大国が平和を履行するために協力する

システムを考えていた。戦中のローズベルトのビジョンはリベラル国際主義 1.5 だった。しかし、

ヨーロッパの再建、ドイツと日本の統合、市場の公開、安全保障の提供、そしてソ連の封じ込め

などはアメリカにとって戦後秩序を構築するための予想外の挑戦となった。このためアメリカは

リベラルな国際秩序構築のための進路に転換せざるをえなかったのである。これがアメリカ主導

のリベラル覇権秩序のロジックであり、リベラル国際主義 2.0 のロジックであった。しかし、ア

メリカのリベラルな覇権はもはやリベラルな国際秩序を支えるための適切な枠組みではない。リ

ベラル国際主義 2.0 が築かれた基礎は変化している。その構造は冷戦が終焉し超大国間のバラン

スの上に築かれたシステムではなく、アメリカの単極となり、グローバルなシステムのなかで中

国やインドが勃興し参加しているものである。さらに主権の古い規範の侵食、人権という国際規

範の普及、新たな種類の集合的暴力の脅威の増加は、リベラルな国際秩序を機能させる上で問題

を生じさせている。根本的な問題は、権威の正統化の問題である。それは誰がグローバルなコミュ

ニティのために正統な行為ができるのかという問題である。リベラル国際主義 2.0 は権威の危機

を経験しているのである
26
。

リベラル国際主義 2.0 が危機であることは、改革や再組織化の圧力と誘因が増加していること

を意味する。古いアメリカ主導のリベラルな覇権に代わるポスト覇権的リベラル国際秩序、すな

わちリベラル国際主義 3.0 としてアイケンベリーは 3 つの可能性を提示する。第一は、アメリカ
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のリベラルな覇権秩序の広範囲にわたる再生である。アメリカはルールや制度の指揮とコント

ロールの行使を覇権ほど行わない。国連安全保障理事会を改組して権威を普遍的な制度に移すこ

とになる。第二の可能性は、リベラル国際主義 2.0 をそれほど改変しない改修されたリベラルな

覇権秩序である。すなわちリベラル国際主義 2.5 である。アメリカは機能的なサービスを提供し

続け、他国もこのヒエラルキーな秩序を黙認するが、それは秩序内の諸国家が相互に受け入れら

れるように変えられる。第三の可能性はリベラルな国際秩序の崩壊である。この秩序の公開性が

低くなりそしてルールに基づかなくなる。競争的な地政的なブロックに寸断されれば、リベラル

な国際秩序は崩壊する
27
。

以上のようなアイケンベリーの認識においては、リベラル国際主義 2.0 が権威の危機に直面し

ている。しかし、その後のリベラル国際主義 3.0 の 3 つの可能性のうち、リベラル国際主義 2.5

とリベラルな国際秩序の崩壊では国際秩序の正統性危機を乗り越えられない。国連安全保障理事

会をより普遍的に改組するリベラル国際主義 3.0 だけでも十分ではないだろう。むしろ冷戦後の

アメリカの対外政策だけを見てもアメリカ自体が国際秩序に危機をもたらしている点をリベラル

国際主義は明らかにできていない。現代アメリカの対外政策はリベラル国際主義をドクトリンと

はしていないからである。

３　アメリカの対外政策

では、アメリカのリベラル国際主義は、図 1 の現代アメリカの対外政策の座標軸においてどの

ように位置付けられるかを説明したい。縦軸は多国間主義と単独行動主義を対置させる。多国家

間主義は国際秩序全体の利益を考慮して国際協調やそのための国際的枠組みを重視する。それに

対して単独行動主義とは、多国家間主義を足かせと見て嫌いそれから後退する消極的な戦略であ

る。またそれは、自国の国益を一方的に追求しさらに自らの価値判断に基づき他国に協力させる

図１　現代アメリカの対外政策の座標軸

多国間主義

穏健な国際主義 リベラルな覇権

消極的関与 積極的関与

新孤立主義 帝国

単独行動主義
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積極的な戦略でもある。横軸にアメリカが国際秩序に積極的な関与をするかあるいは消極的にし

か関与しないという対立軸を置く。これから 4 つのモデルが提示できる
28
。

第一はリベラルな覇権である。覇権国は圧倒的なパワーと権威を持って国際秩序のヒエラル

キーの頂点に立つ。リベラルな覇権国は、自国のためにのみパワーを用いるのではなく、全体の

利益を考慮して多国家間主義に基づき国際秩序の維持に積極的に関与する。アメリカが主導する

リベラルな覇権国は、ヨーロッパとアジアにおけるアメリカ主導の地域安全保障同盟、開放的で

多角的な経済関係、幾層もの地域的およびグローバルな多角的制度、そして民主主義と開かれた

資本主義経済への共有されたコミットメントによって組織化する。それは、他国を支配するもの

ではなく、原則に基づくものであり、そしてアメリカと他国との間で相互に受け入れられる秩序

である。安全保障の面からいえば、アメリカは、地域安全保障同盟によって、地域での安全保障

競争を緩和する「アメリカの安全保障の傘」を提供し、そして大量破壊兵器拡散を防止する国際

レジー厶構築を先導している
29
。リベラルな覇権はリベラル国際主義2.0を指すものとみられるが、

両者は同義ではない。リベラル国際主義 2.0 が成り立つのは覇権国がリベラル国際主義 2.0 をも

とに国際秩序を構築したからである。覇権国がリベラルである必然性はない。冷戦後のアメリカ

はもはやリベラル国際主義 2.0 を対外政策のドクトリンとはしていない。

第二は穏健な国際主義である。リベラルな覇権が、外交、安全保障、そして経済など広範囲に

わたって積極的に関与するのに対して、穏健な国際主義は、アメリカ主導のリベラルな国際秩序

の維持を目的としつつも、覇権国ほどには広範囲で積極的な関与を主張しない。穏健な国際主義

は、安全保障に関しては、多国家間主義を重視する。それによって、軍事外交的なパワーの行使

に正統性が与えられるからである。また多国家間主義はアメリカが他国を説得する重要な手段だ

からである。冷戦後のアメリカは、現状維持国の日本やドイツに地域的な大国のままでいるよう

に説得し、そして現状維持か打破かの決定を下していないロシアと中国をリベラルな国際秩序に

統合する努力をしてきた。穏健な国際主義はリベラルな覇権とは経済安全保障において決定的に

異なる。アメリカは、他の大国と比べて国際経済構造における相対的地位が落ちていると認識し、

それを回復するために他の大国との経済競争においてその相対的な地位を改善しようと、経済分

野では厳しい措置をとってきた。たとえば、クリントン政権は、対日貿易赤字問題の解決のため

に日米包括経済協議を行い、オバマ政権は TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）の交渉の末に大

筋合意に持ち込んだ。こうした穏健な国際主義は、リベラルな覇権ほどは国際秩序全体の利益を

配慮せず、自国の利益を重視するとしても、リベラルな国際秩序を維持することに利益を見出し

ている
30
。穏健な国際主義は、リベラル国際主義 2.5 ともいえるバージョンである。

第三は帝国である。帝国は、覇権国と同様に圧倒的なパワーを持ち国際秩序を形成すると同時

に自国のために単独行動主義をとる。安全保障面での同盟関係の形成や維持は、多国間主義に見

えても、それは国際秩序全体のためではなく、帝国の安全保障の手段である。帝国は、その秩序

維持のためにルールを利用する場合も、不都合であればルールを破る場合もある。帝国は自らの
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理由で先制攻撃や敵対的な体制転覆を行う。ジョージ・W. ブッシュ政権は、ブッシュ・ドクト

リンに基づいて、他国を説得して協力を得るのではなく、そのルールに則り反テロ戦争に他国を

協力させ、国連安全保障理事会の決議なしにイラク戦争に突入した。スーザン・ストレンジが指

摘しているように、帝国は、経済面でも単独行動主義的手法をとり、ルールを破ることや他国に

調整の結果として起こるリスクと痛みを無視できる。しかし、それが、世界経済全体の安定と繁

栄にダメージを与え、そしてアメリカ自体にとって長期的な最善の利益とはなってこなかった

31
。たとえばリーマンショックのように、それはアメリカの国益を損ねただけではなく、世界経

済に甚大なダメージを与えた。

第四に、新孤立主義は、19 世紀までの孤立主義とは異なり、すでに質量ともに拡大した国際的

関与からの撤退を主張する単独行動主義である。それだけではなく、新孤立主義とは、国益に応

じて選択的に国際的関与する場合も単独行動主義である。新孤立主義は、軍事的関与によってア

メリカを戦争や危機に巻き込み、その安全や繁栄を切り崩すと考え、それゆえ海外の軍事的関与

には消極的である。同盟国に自らの安全保障問題に取り込む政治的責任を取らせる。それによっ

て浮いた予算を他の分野に振り向けることができると考える
32
。アメリカに脅威があっても、直

接それに対処するよりも、関係国や同盟国に外交努力や戦力増強を強いる。もし許容できない脅

威と見なせば、アメリカは武力行使を拒まない。これはトランプ政権の北朝鮮政策において明瞭

である。経済面においても、パワーを活かすために、アメリカは、多国家間協議を嫌い、二国家

間交渉によって実利を求める。これも TPP 合意を破棄したトランプ政権に当てはまる。アメリ

カ第一主義を掲げて、パリ協定から離脱し、UNESCO（国連教育科学文化機関）から脱退するト

ランプ政権は新孤立主義の典型であると言える。

現代アメリカの対外政策の座標軸から導き出された 4 つのモデルのうち、もはや存在しないリ

ベラル国際主義 2.0 を意味するリベラルな覇権ではその危機を乗り越えられない。危機にある国

際秩序の改革は、リベラル国際主義 2.5 を志向したクリントン政権とオバマ政権によって修繕が

試みられたとも言えよう。しかし、クリントン政権は、ブッシュ政権の帝国的な対外政策によっ

て覆された。それによってアメリカは、軍事的だけではなく経済的にも、イラク戦争とリーマン

ショックを経て、力と権威を毀損した。オバマ政権が穏健な国際主義に復帰したものの、それを

否定するトランプ政権は新孤立主義へと舵を切った。穏健な国際主義に代わる改革案とその実行

は失敗に終わるかあるいはいっそうの危機を深めるだけである。

そもそもリベラルな覇権の「リベラル」の意味が一つではないことに注意を要する。基本的に

リベラルな覇権の「リベラル」がリベラル国際主義 2.0 を指すとしても、それはカント的な「リ

ベラル国際主義」と同義ではない。リベラルな覇権が非リベラルな諸国に対しては好戦的である

という「民主的戦争論」の観点を欠落しているからである。カント以外にもシュンペーター的あ

るいはマキャベッリ的なリベラリズムが覇権国と結びつくことも考えられる。リベラルな覇権の

「リベラル」の意味がシュンペーター的な「リベラルな平和主義」であるならば、覇権国が国際
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秩序全体の利益を考慮し民主主義と資本主義を拡大し平和に導くことになる。しかし、それが実

現さていない現実に鑑みれば、アメリカ主導の国際秩序を正統化しているにすぎない。リベラル

な覇権の「リベラル」の意味がマキャベッリ的な「リベラル帝国主義」であるならば、それは、

巨大な軍隊を備え、アメリカの公共の栄光と共通善のために戦うリベラルな帝国である。リベラ

ルな覇権の「リベラル」がどのような意味で「リベラル」かによってリベラルな覇権は異なる様

相を呈する。

Ⅳ　国際主義の限界と可能性
　

国際主義が国際秩序の改革を推進できるのかを、民主的国際主義、保守的国際主義、文化的国

際主義、コスモポリタン国際主義という 4 つの国際主義を検討することで考えてみたい。民主的

国際主義と保守的国際主義はアメリカの対外政策に関するものであり、文化的国際主義とコスモ

ポリタン国際主義は国際秩序よりも広く捉えた世界秩序に関するものである。

１　民主的国際主義

民主的国際主義は、ダニエル・デュドニーとアイケンベリーが提唱するものである。これは、

アメリカ主導で民主国家間の協力を推進するもう一つのリベラル国際主義 3.0 である。彼らによ

れば、アメリカはかつて例外的で絶対不可欠な存在であった。自由で民主的な国家が少なかった

ときにアメリカは世界で最も自由で民主的だったと言う理由で例外的であった。アメリカは、非

リベラルな大国が民主的な国家を絶滅し世界を支配しようとしたときに自由な諸国のコミュニ

ティを守り拡大するのに十分な規模と力を持っていたと言う理由で絶対に不可欠であった。しか

し、アメリカは今や例外的でも絶程的に不可欠でもない。自由な世界秩序において多くの国がリ

ベラルで資本主義的でそして民主主義的となっており、それはアメリカが成し遂げた成果でもあ

る。しかしながら、世界は根本的に変化しており、世界で民主主義が支配的であっても、北米、ヨー

ロッパ、日本という古い三極に加えて、非西欧のポストコロニアルな民主国家が勃興しており、

しかもこれら民主国家間のコミュニティは弱い。それゆえ、アメリカが新たな対外政策戦略を策

定することに失敗するならば、このグローバルな成果を危険にさらし、そしてアメリカのリーダー

シップの国内的基礎を再構築する歴史的な機会を失うことになる
33
。

民主的国際主義は、民主主義国家からなるコミュニティが現に存在するものとして想定するの

ではなく、脆い民主的諸国家を固めそして古い民主国家の制度を一新することを目指している。

民主主義国間の分裂を引き起こす暴走するグローバリゼーションに取り組むために、累進課税強

化などの平等主義的な政策が提唱されている。さらに、アメリカが、優越、威嚇、強制に頼るよ

りも、協調や互恵的な合意によってリーダーシップを取ることで、民主主義諸国のコミュニティ
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を形成するビジョンが提起されている
34
。

民主的国際主義は、前向きのビジョンであるというよりも、民主主義諸国の間の内向きの協調

を目指す穏健な国際主義であるとも言える。さらに、民主的国際主義は、制度を持たないカント

の「平和連邦」の現代版という一面もある。そうであるならば、「平和連邦」と同様に、非民主

国家に好戦的敵対的になる可能性を排除できない。

２　保守的国際主義

保守的国際主義は、国際主義を標榜しながらもリベラル国際主義を批判するヘンリー・ナウが

提唱するアメリカの対外政策論である。ナウは、トマス・ジェファーソン、ジェームズ・ポーク、

ハリー・トルーマン、そしてロナルド・レーガンという 4 人の大統領の対外政策の伝統を引き継

ぐものとして保守的国際主義を提唱している。

保守的国際主義は、民主的国際主義が否定する例外主義を肯定する。「保守的国際主義は、ア

メリカを例外主義として考えそして主要な自由社会として考える。」保守的国際主義の対外政策

の目標は、自由を拡大し、そして究極的には、世界共同体における民主的立憲的共和的な政府の

数を増やすことである。この自由とは、社会的リベラルの自由ではなく、レッセフェール的な自

由である。保守的国際主義は他国における民主主義の防衛と推進を提唱する。国際機関を重視す

るリベラル国際主義とは違って、保守的国際主義は自由の拡大を国際制度によってよりも主に競

争的手段によって行う。なぜならば保守的国際主義が想定する世界とは、非民主主義国家が存続

しそして自国の市民を抑圧するために武力を行使しそして他国に対して優位を占める世界だから

である。保守的国際主義者は、これらの国が主に制度的プロセスによって武装解除するように説

得されえるとは思わない。したがって保守的国際主義が追求すべき機会とは、非民主主義国家に

対抗して力の均衡を傾け、そして国際システムを専制国家に適さないようにし、そしてとりわけ

民主主義への国内的な体制転換を支援することによって自由に向けて力の均衡を傾けることであ

る
35
。

保守的国際主義の特徴の一つは武力行使を厭わない点である。リベラル国際主義者にとって武

力行使は外交が失敗した後の最終手段であるのに対して、保守的国際主義者は外交前にも外交中

にも武力を必要なものとしてみる。それによって交渉以外の道を閉ざし、敵対者に真剣に交渉す

るように動機付けを与える。ただし、テロリズムの脅威を除けば、武力行使をすることには限定

的ある。保守的国際主義者は、独裁者を倒して自由をあらゆるところで広げるのではなく、現存

の自由社会の辺境あるいは境界において専制政治を押し返す機会が増すと認識している。起こる

まで目に見えない「内在的な」テロリストの脅威に対しては、先制的あるいは予防的行為を取ら

なければならない
36
。

保守的国際主義は、限定的であれ、テロとの戦争を展開したブッシュ・ドクトリンに基づく好
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戦的な帝国政策である。それはもはや国際主義の名に値しない。ナウは、トランプ政権の対外政

策を保守的国際主義として捉えている
37
。トランプ政権の対外政策も保守的国際主義もともに単

独行動主義である点では共通する。しかし現状ではトランプ政権の対外政策は新孤立主義である。

保守的国際主義のような武力外交を展開すれば、トランプ政権の対外政策は帝国と呼べるだろう。

それによって国際秩序の危機は深まるだろう。

３　文化的国際主義

文化的国際主義を提唱するのは入江昭である。入江は国際主義を「諸国家の関係を国家相互間

の協力や交流によって再構築しようとした理念、運動、制度などを指す」ものと定義する。主権

国家間の協力や交流は外交を意味するが、外交による国際協調が同盟や条約という形式をとるの

に対して、それとは本質的に異なる国際主義として「脱国家的な行為によって平和的かつ安定し

た世界秩序を希求する国際主義」がある。こうした国際主義には、法的、経済的、社会主義的な

ものがあるが、入江が強調するのが「国境を越えた文化的活動によって国際交流を深めようとし

た」文化的国際主義である。これらの国際主義は、「他者」を疑い嫌悪する自国中心主義を克服し、

相互依存や協調が進みあらゆる国を受け入れる国際共同体の樹立に向けて、自国の対外政策や国

際政策を再考するものである。文化的国際主義は「文化的コミュニケーション、理解、協調を通

して育成される国際主義」と定義される
38
。

入江によれば、19 世紀後半から 20 世紀はじめにかけて文化的国際主義が国際関係において無

視しえない勢力として台頭した。第一次世界大戦後にそれは最盛期を迎え、教育家、知識人、芸

術家、音楽家などが国境を越えた共同作業を行い相互理解の促進に努めた。当時の国際主義者は、

文化的知的心理的底流が国際秩序の土台であることを強調した。1920 年代に「知的協力」という

用語が広く用いられ、多くの国で知的協力委員会が国際連盟知的協力委員会と連携のもとで設立

された。1930 年代に国際連盟がその無力を露呈しつつあったときに、むしろ国際連盟知的協力委

員会はその活動を強化した。1945 年、国連開設のためのサンフランシスコ会議では、「知的協力」

に加え、「教育や文化面での協力」の必要性が強調された。こうした文化的国際主義は UNESCO

のなかに法典化され組織化された。UNESCO は国際連盟知的協力委員会よりも非西洋の勢力が

表面にでたものであった。戦後の文化的国際主義は冷戦と第三世界の台頭に直面した。しかし、

アメリカニゼーションという形態をとった文化的国際主義が冷戦を生き抜いた。冷戦以上に文化

的に多様な第三世界の台頭は、普遍的な「ひとつの文化」を求めてきた文化的国際主義に対する

挑戦となったのである
39
。

入江は、多文化主義とアメリカニゼーションが矛盾するものではないように、文化的多様性と

文化的国際主義も世界秩序の構築へ向けて協調する可能性を示唆する。すなわち、世界のあらゆ

る文化的伝統の代表者が開かれた知的交流を維持し、同時に世界の多様な地域を代表する多国籍

組織が強化されていくならば、文化的国際主義は現代史の渾沌とした時代を生き抜き、相互依存
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が実現される協調的な共同体への道を示すことでできるだろう。1970 年代以降、文化的国際主義

は、文化的多様性と普遍的価値観とが並存できる世界的環境を作ろうとしてきた。文化的国際主

義は、人権、環境保護、絶滅危惧種の動物保護などにまで射程を広げることで、国際関係の再定

義を試みている
40
。

文化的国際主義は、知的文化的な理解と交流によって国際主義者を育成し、協調的な国際秩序

の土台を築こうとする。それは土台であって国際秩序全体を構築するものではない。

４　コスモポリタン国際主義

コスモポリタン国際主義とは国際主義にコスモポリタニズムが結びついたものである。カント

はコスモポリタン法を「普遍的な友好の条件」に制限した。現代においてコスモポリタン法を制

限しなければなかった不当な植民地主義が終焉した。現代はグローバリゼーションや情報技術の

発展によって、カントが「地上の一つの場所で生じた法の侵害がすべての場所で感じ取られるま

でに発展を遂げた」と述べた状況となった
41
。それゆえ、コスモポリタニズムへの制限を外すこ

とができる。こうしたカント的なコスモポリタニズムに国際主義を結びつけたコスモポリタン国

際主義について考えたい。

カントの世界市民概念には、「自由の主体としての世界市民」と「理性を公的に使用する人と

しての世界市民」がある
42
。前者の立場からすれば、現代のコスモポリタニズムは、「人間は地

理的あるいは文化的所在によって規定されないこと、民族的あるいはエスニックあるいはジェン

ダーの境界が人間の基本的ニーズの充足に対する権利あるいは責任の範囲を定めるべきではない

こと、そしてすべての人間は平等で道徳的な尊重と関心を必要とすること」という見解をもつこ

とになる
43
。後者の立場の世界市民は、前者を前提として、公共圏で理性を公に使用する人である。

世界市民が公論を具現すべく活動する場がグローバル市民社会である。

デヴィッド・ヘルドによれば、コスモポリタン的価値はすでに一連の規範と法の枠組みを設定

され、多くの重要な点で主権型国民国家を変容させている
44
。「平等な尊重、平等な関心という原

則、そしてすべての人間の不可欠なニーズを優先することは、ずいぶんと遠いユートピアのため

の原則ではない。それは重要な第二次世界大戦後の法的政治的発展の中心にある
45
。」世界人権宣

言、国際人権規約は、国際主義、就中コスモポリタン国際主義を反映されたものとも言える。

コスモポリタン的価値は、2000 年 9 月に国連総会で 189 の加盟国の代表によって採択された

国連ミレニアム宣言にも見いだせる。この宣言において、すべての国家の主権の平等と同時に、

「グローバルなレベルでの人間の尊厳、平等、そして公平という原則」が支持された
46
。それを受

けて 2000 年に発足し 2015 年を達成期限とした MDGs（ミレニアム開発目標）が掲げた途上国

の極度の貧困者数半減という目標を達成することができた。2015 年 9 月には加盟国 193 カ国が

「国連持続可能な開発サミット」において「われわれの世界を変革する −持続可能な開発のため

の 2030 アジェンダー」を採択した。この 2030 アジェンダでは、MDGs の後継として SDGs（持
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続可能な開発目標）が定められた。SDGs は、人、地球、繁栄、平和、そしてパートナーシップ

という分野での行動を促進するものとされた。人に対しては「われわれは、あらゆる形態および

次元における貧困と飢餓を終焉させると決意するとともに、すべての人間が尊厳と平等のもとで

そして健康な環境で潜在能力を実現することができることを保証すると決意する」と述べられて

いる
47
。MDGs と SDGs は、加盟国政府の政策転換を促し、開発 NGO などのグローバル市民社

会の規範となり目標となった。

ジェームズ・ボーマンによれば、グローバル市民社会をなす新興のコスモポリタン公衆が民主

主義を二つの方法で刷新し拡大する。第一が各国における多元的な公共圏を経由する方法であり、

第二が国際的な市民社会を構成する組織や結社の間で行われる非公式なコミュニケーションの

ネットワークを通じる方法である
48
。世界市民が国内の公共圏と世界公共圏を通じて民主主義を

刷新し、平和形成の主体に世界市民がなる。「国内での共和的市民の意見と同様に、平和のため

に必要な軍事力の制限を成し遂げるのは、実は世界市民の力なのである
49
。」カントのように、「市

民たる国民は戦争のあらゆる苦難を自分自身に背負いこむことになるので、戦争に慎重になる」

というような消極的な理由だけではなく、積極的な理由によって平和を達成する。世界市民によ

る公論が、市民社会を活性化させることで、民主主義を刷新する。それによって国家権力者の「最

後の議論」としての戦争さえも批判される
50
。こうした事例として、対人地雷禁止条約締結に導

いた ICBL（地雷禁止国際キャンペーン）や核兵器禁止条約成立に貢献した ICAN（核兵器禁止

国際キャンペーン）、2003 年 2 月 15 日の 1 日に約 800 の都市で約 1100 万もの人々がイラク戦

争に反戦するデモに参加したことが挙げられる。

コスモポリタン国際主義から考えると、リベラルな国家と非リベラルな国家という二分法に問

題がある。民主的戦争論の根拠が否定できる。すなわち、非リベラルな国家においても、あらゆ

る個人は平等な自由の権利がある。「平和連邦」が自由や人権の侵害を「正当な」根拠として、

非リベラルな国家に対する戦争によって、殺害、傷害、損害を住民にもたらすことも権利の侵害

である。非リベラルな国家に対して攻撃的にならないように、「平和連邦」を構成する民主国家

内の世界市民の連合がそれぞれの政治制度を漸進的平和的に改革する役割を担う。非リベラルな

国家内の権利侵害に対しては、世界市民のグローバルな連合がその役割を担うことになる
51
。

コスモポリタン国際主義は、人間の尊厳を損なう貧困や飢餓に対しては、部分的であっても改

善の方向を促してきた。しかしながら、グローバルな格差や不公正に対する全面的な改革をリー

ドできてはいない。軍縮や平和運動の成果も限定的である。

　

Ⅴ　おわりに
　

国際主義には、思想、運動、政策、法、制度など多様な側面がある。国際主義が影響力をもつ

には、国際主義を推進するパワーがなければならない。その点で覇権国アメリカがその外交政策
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ドクトリンとしたリベラル国際主義は圧倒的な影響力をもってきた。アメリカのリベラル国際主

義の「リベラル」の意味もカント的な「リベラル国際主義」のみを指すのではない。シュンペーター

的なリベラリズムである「リベラル平和主義」もマキャベッリ的なリベラリズムである「リベラ

ル帝国主義」も意味する場合もある。それがシュンペーター的なリベラリズムであれば、経済的

なグローバリゼーションを推進する市場国際主義を意味し、そしてマキャベッリ的なリベラリズ

ムであれば、覇権というよりもリベラルな帝国を意味する。なお、それがカント的なリベラリズ

ムを意味するとしても、非リベラル国家に対する好戦性という問題を抱えている。しかしながら、

アメリカは国際主義を離れて帝国的あるいは新孤立主義的な対外政策を実行している。

リベラル国際主義以外の国際主義として保守的国際主義は国際主義とみなすことはできない。

それは限定的であれ好戦的な帝国政策だからである。国際主義がそもそも平和の実現を求める思

想と運動であったということを想起すれば、国際主義と保守的国際主義とが相容れないことは明

瞭である。

民主的国際主義、文化的国際主義、コスモポリタン国際主義はそれぞれ問題点を抱える。民主

的国際主義は多様な民主国家からなる国際共同体（平和連邦）の構築を目指すが、それによって

非民主国家に対して好戦的敵対的になる可能性がある。文化的国際主義は国際秩序全体を構築す

るものではない。コスモポリタン国際主義は部分的限定的な成果しかあげられていない。

しかしながら、それぞれの国際主義の長所を取り上げて考えてみるならば、国際関係を改革す

る方向性が見えてくる。民主的国際主義の平和連邦を開かれた連邦にして、文化的国際主義の主

張するように、知的文化的交流によって国際秩序の土台を形成する。文化的国際主義の土台とと

もにコスモポリタン国際主義は、世界市民が国内の公共圏と世界公共圏を通じ各国政府に政策転

換を促したり民主主義を深化させたりするだけではなく、グローバル市民社会の一員として活動

し、そして国際制度を構築することで、平和的で人間の尊厳を傷つけない正義に適う世界秩序の

構築を可能とする。その原動力は一国のパワーに頼ることのない世界市民のパワーである。世界

秩序の正統性の根拠は究極的には「グローバル・デモス」にあるとしても、世界市民が現状では

それに代わりうる存在であろう。
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